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（
質
問
の 

一
一
）

答

弁

第

一

一

号 

    

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
の
運
営
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

内
閣
衆
質
第
一
一
号 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



第
一 

組
織 

一 

当
会
議
は
、
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
設
置
法(

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
法
律
第
二
八
一
号)

に
基
い
て
設
置

せ
ら
れ
、
地
方
自
治
を
基
底
と
す
る
市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
国
相
互
間
の
事
務
の
配
分
の
調
整
等
に
関
す
る
計
画
に
つ

き
調
査
立
案
し
、
そ
の
結
果
を
内
閣
及
び
内
閣
を
経
由
し
て
国
会
に
勧
告
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。 

二 

委
員
及
び
専
門
調
査
員
氏
名 

1 

設
置
法
第
五
條
の
規
定
に
よ
る
委
員
と
し
て
、
左
の
五
氏
が
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
両
議
院
の
同
意
を
経
て
任
命
さ

れ
た
。 

全
国
の
都
道
府
県
知
事
の
連
合
組
織
の
代
表
者
の
推
せ
ん
し
た
者 

、

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
の
運
営
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

、

杉 

村 

章 

三 

郞 

高 

橋 

誠 

一 

郞 

三 

 



3 

事
務
局 

2 

設
置
法
第
九
條
の
規
定
に
よ
る
專
門
調
査
員
は
現
在
ま
で
二
十
人
の
任
命
を
み
て
い
る
。
專
門
調
査
員
の
職
氏
名
は

別
紙
第
一
の
と
お
り
。 

右
の
う
ち
、
渡
辺
委
員
は
五
月
二
日
参
議
院
議
員
立
候
補
の
た
め
辞
職
し
七
月
二
十
四
日
後
任
と
し
て
湯
河
元
威
が
任

命
さ
れ
た
。 

全
国
の
町
村
長
の
連
合
組
織
の
代
表
者
の
推
せ
ん
し
た
者 

、

四 

、

全
国
の
市
長
の
連
合
組
織
の
代
表
者
の
推
せ
ん
し
た
者 

設
置
法
第
十
條
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
局
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
月
十
九
日
大
野
連
治
が
事
務
局
長
に
発
令
を 

、
、

神 

 

正 

雄 

渡 

辺 

銕 

蔵 

鵜 

沢 

総 

明 

 



5 

予
算
（
会
議
の
運
営
に
必
要
と
す
る
経
費
） 

4 

連
絡
職
員 

見
た
が
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
定
員
が
当
初
僅
か
に
五
人
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
二
十
五
年
度
か
ら
事
務
局
長
以

下
二
十
五
人
に
増
加
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
手
不
足
で
あ
る
の
で
、
関
係
各
省
か
ら
兼
官
の
派
遣
を
求
め

て
い
る
。 

設
置
法
第
十
一
條
の
規
定
に
よ
る
連
絡
職
員
に
つ
い
て
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
か
ら
二
十
五
名
、
地
方
公
共
団

体
の
職
員
か
ら
十
一
名
、
こ
れ
ま
で
指
名
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

五 

現
在
、
事
務
局
長
の
も
と
に
連
絡
室
、
調
査
第
一
課
及
び
調
査
第
二
課
の
一
室
二
課
が
置
か
れ
て
い
る
。 

昭
和
二
十
四
年
度 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円(

三
月
分) 
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費 
 

 
 

 
 

 
 

八
九
三
、
五
〇
〇
円 

 
 

 
 

物 
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費 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
六
、
五
〇
〇
円 

内
昭
和
二
十
五
年
度 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
、
九
〇
二
、
〇
〇
〇
円 

 



一 

本
年
一
月
七
日
か
ら
五
月
末
日
ま
で 

2 

委
員
会
の
調
査
研
究
と
併
行
し
て
專
門
調
査
委
員
に
は
、
專
門
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
依
賴
し
、
ま
た
関
係
行
政

機
関
の
連
絡
職
員
に
は
そ
れ
ぞ
れ
所
管
事
項
に
つ
い
て
関
係
法
令
、
事
務
配
分
、
補
助
金
等
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を 

1 

本
年
一
月
七
日
第
一
回
の
委
員
会
が
開
か
れ
、
神

正
雄
が
議
長
に
互
選
さ
れ
た
。 

一
月
に
は
全
委
員
神
奈
川
県
庁
及
び
藤
沢
市
に
お
も
む
き
実
地
に
地
方
自
治
の
問
題
点
を

察
し
た
が
、
二
月
及
び

三
月
中
は
、
主
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
局
部
長
か
ら
、
行
政
事
務
の
再
配
分
に
当
つ
て
特
に
問
題
と
な
る
べ
き
事
項

に
つ
い
て
の
説
明
を
聽
取
し
た
。
三
月
十
六
日
神

、
鵜
沢
、
杉
村
三
委
員
に
事
務
関
係
者
を
加
え
た
一
行
八
名
が
ア

メ
リ
カ
地
方
行
政
の
実
情

察
に
出
発
し
五
月
二
十
七
日
帰
国
し
た
。 

六 

 

人 
 

件 
 

費 
 

 
 

 

五
、
九
三
六
、
四
〇
〇
円 

 
 

 
 

物 
 

件 
 

費 
 

 
 

 

一
、
九
六
五
、
六
〇
〇
円 
内第

二 
現
在
ま
で
の
経
過
の
概
要 

 

 



二 

六
月
以
降
現
在
ま
で 

2 

先
ず
、
会
議
は
行
政
事
務
再
配
分
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
七
月
十
七
日
そ
の
第
一
次
試
案
（
別
紙

第
二
）
を
決
定
し
た
。 

1 

渡
米
し
た
委
員
の
帰
国
後
、
委
員
会
は
、
定
例
会
を
週
二
回
と
し
て
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
調
査
研
究
に
と
り
か
か

つ
た
。 

そ
の
後
こ
の
試
案
を
参
考
と
し
て
河
川
、
道
路
、
社
会
福
祉
等
各
個
々
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
再
配
分
等
の
研
究
を

す
す
め
る
と
と
も
に
、
大
阪
市
、
布
施
市
の
大
都
市
及
び

星
諸
都
市
の
行
政
の
実
態
も

察
し
、
又
千
葉
県
及
び
群

馬
県
に
お
も
む
き
県
内
の
土
木
、
警
察
等
の
実
情
を
聽
取
し
た
。 

求
め
た
。
事
務
局
に
お
い
て
は
、
特
に
府
県
、
市
町
村
に
お
け
る
行
政
の
実
情
は
握
を
目
的
と
し
て
、
千
葉
県
、
兵
庫

県
及
び
神
奈
川
県
厚
木
町
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
実
態
調
査
を
実
施
し
た
。 

十
月
以
降
委
員
会
の
定
例
会
を
週
三
回
と
し
て
鋭
意
検
討
を
続
け
た
結
果
成
案
を
得
た
の
で
近
く
勧
告
の
運
び
に
な 

、

七 

 



四 

こ
の
間
專
門
調
査
員
に
專
門
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
検
討
を
依
賴
し
、
関
係
行
政
機
関
の
責
任
者
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
意
見

を
聽
取
す
る
外
、
各
府
県
及
び
市
町
村
等
よ
り
意
見
の
提
出
を
求
め
て
会
議
の
参
考
と
し
た
。 

三 

行
政
事
務
の
再
配
分
の
研
究
と
併
行
し
て
国
庫
補
助
金
等
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
差
し
当
り
昭
和
二
十
六
年
度
に
お

い
て
実
現
す
べ
き
事
項
を
内
容
と
し
て
、
国
庫
補
助
金
制
度
、
災
害
復
旧
国
庫
負
担
制
度
及
び
地
方
債
制
度
に
つ
い
て
去

る
十
月
十
四
日
勧
告
を
行
つ
た
。
長
期
に
わ
た
る
改
正
に
つ
い
て
は
、
引
続
き
調
査
研
究
の
上
、
後
の
機
会
に
適
当
な
勧

告
を
行
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

事
務
局
に
お
い
て
は
、
北
海
道
、
足
利
市
及
び
川
田
谷
村
の
実
態
調
査
を
行
い
、
漁
港
問
題
に
つ
い
て
靜
岡
県
、
運
輸

問
題
に
つ
い
て
愛
知
県
の
実
態
調
査
を
行
い
地
方
行
政
の
実
態
の
は
握
に
努
め
る
と
と
も
に
各
種
資
料
の
整
備
に
あ
た
つ

た
。 る

予
定
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

、

八 

 



別
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成
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大
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慶
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大
学
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元
文
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元
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元
大
蔵
省
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與
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一 

男 

明
大
教
授 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弓 
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七 

郞 

明
大
教
授
、
全
国
町
村
会
顧
問 
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中
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大
学
教
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地
方
行
政
調
査
委
員
会
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門
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査
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名
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岐
阜
市
議
会
議
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 
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喜 

八 

立
教
大
学
教
授 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤 

田 
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夫 

全
国
町
村
長
会
政
務
部
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上 

浦 

種 

一 

全
国
市
長
会
事
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

達 

林 

正 

吉 

全
国
自
治
協
議
会
連
合
会
事
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 

迫 

元 

繁 

全
国
町
村
会
相
談
役 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松 

村 
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武
蔵
大
学
経
済
学
部
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京
都
府
議
会
議
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩 

本 

義 
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東
京
教
育
大
学
助
教
授 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

綿 

貫 

芳 
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東
京
大
学
助
教
授 
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県
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村
長
会
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一
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一 

地
方
団
体
に
配
分
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
行
政
事
務
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
行
政
の
運
営
に
地
方
団
体
の
住
民
を
参

加
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
れ
が
真
に
住
民
自
身
の
行
政
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
更
に
次
の
よ
う
な
種
類
の
行
政
事
務
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

別
紙
第
二 

一
、
地
方
団
体
の
住
民
の
日
常
生
活
に
直
接
の
利
便
を
供
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
行
政
の
事
務
と
い
わ
れ
る
も

の
は
こ
れ
に
当
る
。 

二
、
主
と
し
て
地
方
的
單
位
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
全
国
的
規
模
に
お
い
て
画
一
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が

必
ず
し
も
必
要
で
な
い
も
の
。 

地
方
自
治
法
第
二
條
第
三
項
に
は
地
方
団
体
の
事
務
と
し
て
二
十
一
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二 

行
政
事
務
再
配
分
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
（
第
一
次
試
案
） 

地
方
行
政
調
査
委
員
会
議 

一
一 

 



二 

も
つ
と
も
、
こ
れ
ら
の
種
類
に
属
す
る
行
政
事
務
を
地
方
団
体
の
事
務
と
し
て
配
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も

そ
れ
に
対
し
て
国
が
何
ら
関
與
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
国
が
都
道
府
県
の
区
域
を
こ
え
る

事
務
を
調
整
し
、
都
道
府
県
間
の
著
し
き
不
均
衡
を
調
節
す
る
等
の
必
要
の
た
め
に
最
少
限
度
の
関
與
を
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
国
が
関
與
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
そ
の
よ
う
な
行
政
事
務
は

あ
く
ま
で
国
の
事
務
で
あ
る
と
し
、
そ
の
執
行
を
地
方
団
体
又
は
そ
の
機
関
に
行
わ
し
め
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
必
要

は
な
い
の
で
あ
る
。
国
が
関
與
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
前
途
の
基
準
に
合
致
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
地
方
の

事
務
と
し
て
地
方
に
配
分
し
、
そ
れ
に
対
し
て
個
々
の
限
ら
れ
た
行
為
に
よ
つ
て
国
が
関
與
す
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
を

個
々
的
に
法
律
に
よ
つ
て
具
体
的
に
定
め
て
置
け
ば
そ
の
目
的
は
達
し
得
る
の
で
あ
る
。 

十
一
項
目
を
列
挙
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
実
は
右
に
掲
げ
た
基
準
が
そ
の
基
準
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
問
題
は
同
項
但
書
に
よ
つ
て
「
但
し
法
令
に
特
別
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
そ
の

「
法
令
の
特
別
の
定
」
の
整
理
を
こ
の
標
準
に
よ
つ
て
勇
敢
に
行
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。 

一
二 

 



三 

国
に
留
保
す
べ
き
事
務
は
、
現
在
国
の
事
務
と
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
極
力
整
理
し
て
概
ね
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
事
務

に
止
め
る
。 

四
、
公
職
審
査
に
関
す
る
事
務 

そ
し
て
右
の
国
の
関
與
は
、
従
来
の
よ
う
な
権
力
的
関
與
は
極
力
こ
れ
を
避
け
て
、
基
準
の
設
定
、
情
報
の
公
開
、
勧

告
、
技
術
的
援
助
等
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

五
、
国
家
地
方
警
察
及
び
海
上
保
安
に
関
す
る
事
務 

三
、
司
法
に
関
す
る
事
務 

六
、
郵
便
及
び
電
信
電
話
に
関
す
る
事
務 

一
、
外
務 

七
、
專
売
に
関
す
る
事
務 

二
、
弊
制
及
び
国
税
事
務 

一
三 

 



四 

地
方
団
体
に
配
分
す
べ
き
事
務
は
、
国
に
留
保
せ
ら
れ
る
事
務
以
外
の
す
べ
て
の
事
務
と
す
る
。
地
方
団
体
に
配
分
さ 

九
、
全
国
的
な
統
計 

八
、
国
有
鉄
道
に
関
す
る
事
務 

十
五
、
国
の
航
行
、
気
象
及
び
水
路
施
設
に
関
す
る
事
務 

十
四
、
特
許
権
に
関
す
る
事
務 

十
三
、
医
師
、
薬
剤
師
等
の
国
家
試
験
に
関
す
る
事
務 

十
二
、
国
立
の
大
学
、
博
物
館
、
図
書
館
、
研
究
施
設
及
び
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務 

十
一
、
麻
薬
取
締
に
関
す
る
事
務 

十
、
直
轄
河
川
及
び
直
轄
国
道
並
び
に
北
海
道
の
よ
う
な
未
開
発
地
域
の
開
発
に
関
す
る
事
務 

こ
れ
ら
の
事
務
は
原
則
と
し
て
は
、
で
き
る
限
り
地
方
団
体
の
事
務
と
し
て
行
わ
し
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ

る
が
、
種
々
の
事
情
に
よ
り
み
て
一
定
の
部
分
に
つ
い
て
は
国
に
留
保
す
る
こ
と
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

一
四 

 



五 

府
県
と
市
町
村
の
事
務
の
配
分 

れ
た
事
務
は
、
地
方
団
体
が
自
主
的
に
処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
の
関
與
を
認
め
る
必
要
の

あ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
権
力
的
関
與
を
な
し
う
る
も
の
は
極
力
整
理
し
、
例
え
ば
左
に

掲
げ
る
よ
う
な
事
務
に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

四
、
食
糧
の
供
出
に
関
す
る
事
務 

三
、
物
資
及
び
物
価
の
統
制
に
関
す
る
事
務 

一
、
市
町
村
は
、
住
民
に
直
結
す
る
基
礎
的
地
方
団
体
で
あ
る
か
ら
、
地
方
団
体
の
事
務
と
さ
れ
る
も
の
は
原
則
と
し
て

市
町
村
に
配
分
す
る
と
い
う
方
針
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
労
働
基
準
、
職
業
安
定
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
務 

二
、
府
県
は
、
市
町
村
に
対
し
上
級
の
地
方
団
体
た
る
地
位
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
地
域
的
範
囲
に
お
い
て
前 

二
、
全
国
的
な
伝
染
病
予
防
に
関
す
る
事
務 

一
五 

 



 

一
六 

者
が
後
者
を
包
括
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
市
町
村
の
区
域
を
こ
え
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
、
市
町
村
間
の
著
し
い
不
均
衡
を
調
整
す
る
事
務
等
が
府
県
に
與
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 




